
【施設使用料等改定一覧】

NO 施設名 室名等 貸出区分
使用料等

（円）
貸出区分

使用料等
（円）

備考 施設所管課 お問い合わせ先

1 相染閣（あいそめの湯） （一般）１回券 500 （一般）１回券 650 健康推進課 0268-28-7123
（一般）回数券 5,050 （一般）回数券 6,500
（一般）半年券 18,300 （一般）半年券 23,400
（一般）年間券 35,500 （一般）年間券 45,500
（児童）１回券 250 （児童）１回券 300
（児童）回数券 2,540 （児童）回数券 3,000
（児童）半年券 9,100 （児童）半年券 10,800
（児童）年間券 17,300 （児童）年間券 21,000
家族券基本額 10,100 - - 廃止
家族券（一般） 25,400 - - 廃止
家族券（児童） 12,200 - - 廃止
１回券 500 １回券 650
回数券 5,050 回数券 6,500
午前（午前10時から午後1時まで） 6,000
午後（午後1時から午後5時まで） 8,000
夜間（午後5時から午後10時まで） 10,100
昼間（午前10時から午後5時まで） 11,800
超過時間1時間につき 2,430
午前（午前10時から午後1時まで） 660
午後（午後1時から午後5時まで） 880
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,100
昼間（午前10時から午後5時まで） 1,280
超過時間1時間につき 260
午前（午前10時から午後1時まで） 550
午後（午後1時から午後5時まで） 740
夜間（午後5時から午後10時まで） 920
昼間（午前10時から午後5時まで） 1,070
超過時間1時間につき 210

2 農林漁業体験実習館（室賀ささらの湯） 朝（一般）１回券 300 朝（一般）１回券 350 農業政策課 0268-23-5122
朝（一般）回数券 3,050 朝（一般）回数券 3,500
朝（一般）半年券 11,200 朝（一般）半年券 12,600
朝（一般）年間券 21,300 朝（一般）年間券 24,500
（一般）１回券 500 （一般）１回券 650
（一般）回数券 5,050 （一般）回数券 6,500
（一般）半年券 18,300 （一般）半年券 23,400
（一般）年間券 35,500 （一般）年間券 45,500
（児童）１回券 250 （児童）１回券 300
（児童）回数券 2,540 （児童）回数券 3,000
（児童）半年券 9,100 （児童）半年券 10,800
（児童）年間券 17,300 （児童）年間券 21,000
家族券基本額 10,100 - - 廃止
家族券（一般） 25,400 - - 廃止
家族券（児童） 12,200 - - 廃止
午前（午前10時から午後1時まで） 2,540
午後（午後1時から午後5時まで） 3,350
夜間（午後5時から午後9時まで） 4,050
昼間（午前10時から午後5時まで） 5,600
超過時間1時間につき 810
午前（午前10時から午後1時まで） 1,520
午後（午後1時から午後5時まで） 2,030
夜間（午後5時から午後9時まで） 2,440
昼間（午前10時から午後5時まで） 3,350
超過時間1時間につき 500
午前（午前10時から午後1時まで） 1,010
午後（午後1時から午後5時まで） 1,320
夜間（午後5時から午後9時まで） 1,520
昼間（午前10時から午後5時まで） 2,130
超過時間1時間につき 300

3 ふれあいさなだ館 （一般）１回券 500 （一般）１回券 650 スポーツ推進課（真田） 0268-72-2655
（一般）回数券 5,050 （一般）回数券 6,500
（一般）半年券 18,300 （一般）半年券 23,400
（一般）年間券 35,500 （一般）年間券 45,500
（児童）１回券 250 （児童）１回券 300
（児童）回数券 2,540 （児童）回数券 3,000
（児童）半年券 9,100 （児童）半年券 10,800
（児童）年間券 17,300 （児童）年間券 21,000
家族券基本額 10,100 - - 廃止
家族券（一般） 25,400 - - 廃止
家族券（児童） 12,200 - - 廃止

和室（12畳） 1時間当たり 1,010 1時間当たり 1,300
大広間（予約） 1卓につき 500 1卓につき 650

4 うつくしの湯 （一般）１回券 500 （一般）１回券 650 武石産業観光課 0268-85-2828
（一般）回数券 5,050 （一般）回数券 6,500
（一般）半年券 18,300 （一般）半年券 23,400
（一般）年間券 35,500 （一般）年間券 45,500
（児童）１回券 250 （児童）１回券 300
（児童）回数券 2,540 （児童）回数券 3,000
（児童）半年券 9,100 （児童）半年券 10,800
（児童）年間券 17,300 （児童）年間券 21,000
家族券基本額 10,100 - - 廃止
家族券（一般） 25,400 - - 廃止
家族券（児童） 12,200 - - 廃止

5 町・高梨共同浴場 丸子産業観光課 0268-42-1048

6 大塩温泉共同浴場(大塩温泉館） 丸子産業観光課 0268-42-1048

7 上田市霊泉寺温泉共同浴場 丸子産業観光課 0268-42-1048

250

温泉

共同浴場 （一般）１回券 200 （一般）１回券

第２研修室 1時間当たり 600

第３研修室 1時間当たり 350

午前5時から午前8時まで

午前10時から午後9時まで

午前10時から午後9時まで

第１研修室 1時間当たり 1,000

交流室１ 1時間当たり 200

交流室２ 1時間当たり 150

改正前 【改正後】

温泉

岩盤浴

大ホール 1時間当たり 2,150

温泉

温泉・プール
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【施設使用料等改定一覧】

NO 施設名 室名等 貸出区分
使用料等

（円）
貸出区分

使用料等
（円）

備考 施設所管課 お問い合わせ先

改正前 【改正後】

8 鹿教湯温泉センター(文殊の湯） （一般）１回券 300 （一般）１回券 350 丸子産業観光課 0268-42-1048
（一般）回数券 3,050 （一般）回数券 3,500
（一般）宿泊者回数券 2,030 （一般）宿泊者回数券 2,300

鹿教湯温泉交流センター 午前（午前9時から午後1時まで） 2,030
午後（午後1時から午後5時まで） 2,030
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,540
昼間（午前9時から午後5時まで） 3,350
超過時間（1時間につき） 610
午前（午前9時から午後1時まで） 810
午後（午後1時から午後5時まで） 810
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,320
超過時間（1時間につき） 250
午前（午前9時から午後1時まで） 810
午後（午後1時から午後5時まで） 810
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,320
超過時間（1時間につき） 250
午前（午前9時から午後1時まで） 810
午後（午後1時から午後5時まで） 810
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,320
超過時間（1時間につき） 250
午前（午前9時から午後1時まで） 810
午後（午後1時から午後5時まで） 810
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,320
超過時間（1時間につき） 250
午前（午前9時から午後1時まで） 500
午後（午後1時から午後5時まで） 500
夜間（午後5時から午後10時まで） 660
昼間（午前9時から午後5時まで） 810
超過時間（1時間につき） 150
午前（午前9時から午後1時まで） 500
午後（午後1時から午後5時まで） 500
夜間（午後5時から午後10時まで） 660
昼間（午前9時から午後5時まで） 810
超過時間（1時間につき） 150

9 中央公民館 午前（午前9時から正午） 4,550 中央公民館 0268-22-0760
午後（午後1時から午後5時） 6,200
夜間（午後5時から午後10時まで） 7,800
昼間（午前9時から午後5時まで） 10,400
超過時間（1時間につき） 1,830
午前（午前9時から正午） 1,260
午後（午後1時から午後5時） 1,760
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,170
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,900
超過時間（1時間につき） 500
午前（午前9時から正午） 500
午後（午後1時から午後5時） 630
夜間（午後5時から午後10時まで） 800
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,060
超過時間（1時間につき） 210
午前（午前9時から正午） 800
午後（午後1時から午後5時） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,260
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,760
超過時間（1時間につき） 330
午前（午前9時から正午） 860
午後（午後1時から午後5時） 1,170
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,520
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,960
超過時間（1時間につき） 330
午前（午前9時から正午） 1,400
午後（午後1時から午後5時） 1,830
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,340
昼間（午前9時から午後5時まで） 3,000
超過時間（1時間につき） 520
午前（午前9時から正午） 1,170
午後（午後1時から午後5時） 1,520
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,960
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,530
超過時間（1時間につき） 450
午前（午前9時から正午） 1,060
午後（午後1時から午後5時） 1,520
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,770
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,420
超過時間（1時間につき） 450
午前（午前9時から正午） 500
午後（午後1時から午後5時） 670
夜間（午後5時から午後10時まで） 860
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,170
超過時間（1時間につき） 210
午前（午前9時から正午） 500
午後（午後1時から午後5時） 630
夜間（午後5時から午後10時まで） 800
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,060
超過時間（1時間につき） 210
午前（午前9時から正午） 500
午後（午後1時から午後5時） 630
夜間（午後5時から午後10時まで） 800
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,060
超過時間（1時間につき） 210
午前（午前9時から正午） 280
午後（午後1時から午後5時） 390
夜間（午後5時から午後10時まで） 500
昼間（午前9時から午後5時まで） 670
超過時間（1時間につき） 100

第三学習室 1時間当たり 130

相談室 1時間当たり 80

第一学習室 1時間当たり 140

第二学習室 1時間当たり 130

料理実習室 1時間当たり 310

視聴覚室 1時間当たり 300

第四会議室 1時間当たり 240

美術工作室 1時間当たり 370

第二会議室 1時間当たり 130

第三会議室 1時間当たり 220

温泉センター

大会議室 1時間当たり 1,300

第一会議室 1時間当たり 360

交流室兼多目的ホール 1時間当たり 410

調理室 1時間当たり 160

研修室 1時間当たり 160

和室 1時間当たり 160

地域団体活動室 1時間当たり 160

会議室１ 1時間当たり 100

会議室２ 1時間当たり 100
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【施設使用料等改定一覧】

NO 施設名 室名等 貸出区分
使用料等

（円）
貸出区分

使用料等
（円）

備考 施設所管課 お問い合わせ先

改正前 【改正後】

10 西部公民館 午前（午前9時から正午） 3,200 西部公民館 0268-27-7544
午後（午後1時から午後5時） 4,300
夜間（午後5時から午後10時まで） 5,350
昼間（午前9時から午後5時まで） 7,200
超過時間（1時間につき） 1,290
午前（午前9時から正午） 1,940
午後（午後1時から午後5時） 2,590
夜間（午後5時から午後10時まで） 3,200
昼間（午前9時から午後5時まで） 4,300
超過時間（1時間につき） 770
午前（午前9時から正午） 710
午後（午後1時から午後5時） 940
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,190
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,580
超過時間（1時間につき） 280
午前（午前9時から正午） 710
午後（午後1時から午後5時） 940
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,190
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,580
超過時間（1時間につき） 280
午前（午前9時から正午） 960
午後（午後1時から午後5時） 1,290
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,610
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,160
超過時間（1時間につき） 380
午前（午前9時から正午） 810
午後（午後1時から午後5時） 1,080
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,360
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,820
超過時間（1時間につき） 320
午前（午前9時から正午） 1,020
午後（午後1時から午後5時） 1,370
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,720
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,300
超過時間（1時間につき） 400
午前（午前9時から正午） 640
午後（午後1時から午後5時） 850
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,060
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,430
超過時間（1時間につき） 250
午前（午前9時から正午） 1,370
午後（午後1時から午後5時） 1,830
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,290
昼間（午前9時から午後5時まで） 3,050
超過時間（1時間につき） 550
午前（午前9時から正午） 570
午後（午後1時から午後5時） 760
夜間（午後5時から午後10時まで） 940
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,270
超過時間（1時間につき） 220
午前（午前9時から正午） 570
午後（午後1時から午後5時） 760
夜間（午後5時から午後10時まで） 940
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,270
超過時間（1時間につき） 220

11 城南公民館（城南解放会館） 午前（午前9時から正午） 3,700 人権共生課（城南公民館） 0268-27-7618
午後（午後1時から午後5時） 4,950
夜間（午後5時から午後10時まで） 6,200
昼間（午前9時から午後5時まで） 8,300
超過時間（1時間につき） 1,490
午前（午前9時から正午） 1,690
午後（午後1時から午後5時） 2,260
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,800
昼間（午前9時から午後5時まで） 3,750
超過時間（1時間につき） 670
午前（午前9時から正午） 960
午後（午後1時から午後5時） 1,290
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,610
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,160
超過時間（1時間につき） 380
午前（午前9時から正午） 670
午後（午後1時から午後5時） 890
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,120
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,490
超過時間（1時間につき） 260
午前（午前9時から正午） 670
午後（午後1時から午後5時） 890
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,120
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,490
超過時間（1時間につき） 260
午前（午前9時から正午） 1,190
午後（午後1時から午後5時） 1,580
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,980
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,640
超過時間（1時間につき） 460
午前（午前9時から正午） 880
午後（午後1時から午後5時） 1,180
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,470
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,970
超過時間（1時間につき） 340
午前（午前9時から正午） 710
午後（午後1時から午後5時） 950
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,190
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,590
超過時間（1時間につき） 280
午前（午前9時から正午） 1,780
午後（午後1時から午後5時） 2,380
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,950
昼間（午前9時から午後5時まで） 3,950
超過時間（1時間につき） 710
午前（午前9時から正午） 700
午後（午後1時から午後5時） 930
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,170
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,560
超過時間（1時間につき） 270
午前（午前9時から正午） 680
午後（午後1時から午後5時） 910
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,140
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,520
超過時間（1時間につき） 270

美術工作室 1時間当たり 150

第１学習室 1時間当たり 270

第２学習室 1時間当たり 180

第３学習室 1時間当たり 180

第４学習室 1時間当たり 330

料理実習室 1時間当たり 380

陶芸室 1時間当たり 150

多目的ホール 1時間当たり 460

第五学習室 1時間当たり 280

和室会議室 1時間当たり 170

第三学習室 1時間当たり 270

第四学習室 1時間当たり 220

第一学習室 1時間当たり 190

第二学習室 1時間当たり 190

大ホール 1時間当たり 900

多目的ホール 1時間当たり 530

大ホール 1時間当たり 1,030

第５学習室 1時間当たり 240

和室会議室 1時間当たり 190

料理実習室 1時間当たり 490

陶芸室 1時間当たり 190

美術工作室 1時間当たり 190
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【施設使用料等改定一覧】

NO 施設名 室名等 貸出区分
使用料等

（円）
貸出区分

使用料等
（円）

備考 施設所管課 お問い合わせ先

改正前 【改正後】

12 川西公民館 午前（午前9時から正午） 3,400 川西公民館 0268-22-5004
午後（午後1時から午後5時） 4,550
夜間（午後5時から午後10時まで） 5,700
昼間（午前9時から午後5時まで） 7,600
超過時間（1時間につき） 1,370
午前（午前9時から正午） 1,550
午後（午後1時から午後5時） 2,070
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,590
昼間（午前9時から午後5時まで） 3,450
超過時間（1時間につき） 620
午前（午前9時から正午） 1,000
午後（午後1時から午後5時） 1,340
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,680
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,240
超過時間（1時間につき） 390
午前（午前9時から正午） 560
午後（午後1時から午後5時） 750
夜間（午後5時から午後10時まで） 940
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,260
超過時間（1時間につき） 220
午前（午前9時から正午） 1,140
午後（午後1時から午後5時） 1,510
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,890
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,530
超過時間（1時間につき） 440
午前（午前9時から正午） 880
午後（午後1時から午後5時） 1,190
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,480
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,980
超過時間（1時間につき） 350
午前（午前9時から正午） 1,110
午後（午後1時から午後5時） 1,470
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,850
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,470
超過時間（1時間につき） 430
午前（午前9時から正午） 1,250
午後（午後1時から午後5時） 1,680
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,090
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,800
超過時間（1時間につき） 490

13 塩田公民館（塩田解放会館） 午前（午前9時から正午） 4,550 人権共生課（塩田公民館） 0268-38-6883
午後（午後1時から午後5時） 6,100
夜間（午後5時から午後10時まで） 7,600
昼間（午前9時から午後5時まで） 10,200
超過時間（1時間につき） 1,840
午前（午前9時から正午） 1,650
午後（午後1時から午後5時） 2,200
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,750
昼間（午前9時から午後5時まで） 3,650
超過時間（1時間につき） 650
午前（午前9時から正午） 1,390
午後（午後1時から午後5時） 1,860
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,320
昼間（午前9時から午後5時まで） 3,100
超過時間（1時間につき） 550
午前（午前9時から正午） 900
午後（午後1時から午後5時） 1,200
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,500
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,010
超過時間（1時間につき） 350
午前（午前9時から正午） 1,130
午後（午後1時から午後5時） 1,500
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,890
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,520
超過時間（1時間につき） 440
午前（午前9時から正午） 760
午後（午後1時から午後5時） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,270
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,700
超過時間（1時間につき） 300
午前（午前9時から正午） 760
午後（午後1時から午後5時） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,270
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,700
超過時間（1時間につき） 300
午前（午前9時から正午） 1,480
午後（午後1時から午後5時） 1,980
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,470
昼間（午前9時から午後5時まで） 3,300
超過時間（1時間につき） 590
午前（午前9時から正午） 880
午後（午後1時から午後5時） 1,190
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,480
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,980
超過時間（1時間につき） 350

第一学習室 1時間当たり 280

美術工作室 1時間当たり 350

大ホール 1時間当たり 950

大ホール 1時間当たり 1,270

和室第二会議室 1時間当たり 240

料理実習室 1時間当たり 300

第二学習室 1時間当たり 150

和室第一会議室 1時間当たり 310

多目的ホール 1時間当たり 430

小ホール 1時間当たり 450

第１学習室 1時間当たり 380

第２学習室 1時間当たり 250

第３学習室 1時間当たり 310

和室第１会議室 1時間当たり 210

和室第２会議室 1時間当たり 210

料理実習室 1時間当たり 410

陶芸室 1時間当たり 240

4/13



【施設使用料等改定一覧】

NO 施設名 室名等 貸出区分
使用料等

（円）
貸出区分

使用料等
（円）

備考 施設所管課 お問い合わせ先

改正前 【改正後】

14 上野が丘公民館 午前（午前9時から正午） 3,500 上野が丘公民館 0268-24-0659
午後（午後1時から午後5時） 4,700
夜間（午後5時から午後10時まで） 5,900
昼間（午前9時から午後5時まで） 7,800
超過時間（1時間につき） 1,410
午前（午前9時から正午） 1,320
午後（午後1時から午後5時） 1,770
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,210
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,950
超過時間（1時間につき） 520
午前（午前9時から正午） 1,230
午後（午後1時から午後5時） 1,650
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,050
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,750
超過時間（1時間につき） 480
午前（午前9時から正午） 1,070
午後（午後1時から午後5時） 1,440
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,800
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,410
超過時間（1時間につき） 420
午前（午前9時から正午） 1,040
午後（午後1時から午後5時） 1,400
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,750
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,340
超過時間（1時間につき） 410
午前（午前9時から正午） 470
午後（午後1時から午後5時） 660
夜間（午後5時から午後10時まで） 760
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,010
超過時間（1時間につき） 180
午前（午前9時から正午） 470
午後（午後1時から午後5時） 660
夜間（午後5時から午後10時まで） 760
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,010
超過時間（1時間につき） 180
午前（午前9時から正午） 1,390
午後（午後1時から午後5時） 1,860
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,320
昼間（午前9時から午後5時まで） 3,100
超過時間（1時間につき） 550
午前（午前9時から正午） 710
午後（午後1時から午後5時） 940
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,190
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,580
超過時間（1時間につき） 280
午前（午前9時から正午） 680
午後（午後1時から午後5時） 900
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,130
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,510
超過時間（1時間につき） 260

15 丸子公民館 午前9時から正午 650 丸子地域教育事務所 0268-42-3147
午後1時から午後5時 870
午後5時から午後10時まで 1,370
午前9時から午後5時まで 1,460
午後1時から午後10時まで 1,600
午前9時から午後10時まで 2,270
超過時間（1時間につき） 250
午前9時から正午 650
午後1時から午後5時 870
午後5時から午後10時まで 1,370
午前9時から午後5時まで 1,460
午後1時から午後10時まで 1,600
午前9時から午後10時まで 2,270
超過時間（1時間につき） 250
午前9時から正午 650
午後1時から午後5時 870
午後5時から午後10時まで 1,370
午前9時から午後5時まで 1,460
午後1時から午後10時まで 1,600
午前9時から午後10時まで 2,270
超過時間（1時間につき） 250
午前9時から正午 650
午後1時から午後5時 870
午後5時から午後10時まで 1,370
午前9時から午後5時まで 1,460
午後1時から午後10時まで 1,600
午前9時から午後10時まで 2,270
超過時間（1時間につき） 250
午前9時から正午 650
午後1時から午後5時 870
午後5時から午後10時まで 1,370
午前9時から午後5時まで 1,460
午後1時から午後10時まで 1,600
午前9時から午後10時まで 2,270
超過時間（1時間につき） 250
午前9時から正午 360
午後1時から午後5時 480
午後5時から午後10時まで 760
午前9時から午後5時まで 810
午後1時から午後10時まで 890
午前9時から午後10時まで 1,260
超過時間（1時間につき） 140
午前9時から正午 730
午後1時から午後5時 970
午後5時から午後10時まで 1,520
午前9時から午後5時まで 1,620
午後1時から午後10時まで 1,790
午前9時から午後10時まで 2,500
超過時間（1時間につき） 280
午前9時から正午 550
午後1時から午後5時 730
午後5時から午後10時まで 1,140
午前9時から午後5時まで 1,220
午後1時から午後10時まで 1,340
午前9時から午後10時まで 1,890
超過時間（1時間につき） 210

無垢の家２階会議室 1時間当たり 150

和室 1時間当たり 100

無垢の家１階会議室 1時間当たり 200

第１研修室 1時間当たり 180

第２研修室 1時間当たり 180

第２会議室 1時間当たり 180

第３会議室 1時間当たり 180

第１会議室 1時間当たり 180

第二美術工作室 1時間当たり 180

料理研修室 1時間当たり 380

第一美術工作室 1時間当たり 190

和室第二会議室 1時間当たり 120

第二学習室 1時間当たり 300

第三学習室 1時間当たり 290

和室第一会議室 1時間当たり 120

第一学習室 1時間当たり 340

大ホール 1時間当たり 970

多目的ホール 1時間当たり 360
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【施設使用料等改定一覧】

NO 施設名 室名等 貸出区分
使用料等

（円）
貸出区分

使用料等
（円）

備考 施設所管課 お問い合わせ先

改正前 【改正後】

16 真田中央公民館 午前（4時間まで） 5,150 真田地域教育事務所 0268-72-2655
午後（4時間まで） 5,150
夜（4時間まで） 7,300
午前（4時間まで） 2,030
午後（4時間まで） 2,030
夜（4時間まで） 3,050
午前（4時間まで） 2,030
午後（4時間まで） 2,030
夜（4時間まで） 3,050
午前（4時間まで） 2,030
午後（4時間まで） 2,030
夜（4時間まで） 3,050
午前（4時間まで） 2,030
午後（4時間まで） 2,030
夜（4時間まで） 3,050
午前（4時間まで） 2,030
午後（4時間まで） 2,030
夜（4時間まで） 3,050
午前（4時間まで） 2,030
午後（4時間まで） 2,030
夜（4時間まで） 3,050

17 武石公民館 午前（午前9時から正午） 6,900 武石地域教育事務所 0268-85-2030
午後（午後1時から午後5時） 9,200
夜間（午後5時から午後10時まで） 11,500
昼間（午前9時から午後5時まで） 15,400
超過時間（1時間につき） 2,750
午前（午前9時から正午） 920
午後（午後1時から午後5時） 1,230
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,540
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,060
超過時間（1時間につき） 370
午前（午前9時から正午） 670
午後（午後1時から午後5時） 900
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,130
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,510
超過時間（1時間につき） 270
午前（午前9時から正午） 1,530
午後（午後1時から午後5時） 2,040
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,550
昼間（午前9時から午後5時まで） 3,400
超過時間（1時間につき） 610
午前（午前9時から正午） 1,140
午後（午後1時から午後5時） 1,520
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,900
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,540
超過時間（1時間につき） 450

18 神川地区公民館 午前（午前9時から正午） 2,640 中央公民館
午後（午後1時から午後5時） 3,500
夜間（午後5時から午後10時まで） 4,400
昼間（午前9時から午後5時まで） 5,900
超過時間（1時間につき） 1,050
午前（午前9時から正午） 1,460
午後（午後1時から午後5時） 1,950
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,440
昼間（午前9時から午後5時まで） 3,250
超過時間（1時間につき） 580
午前（午前9時から正午） 840
午後（午後1時から午後5時） 1,130
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,410
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,890
超過時間（1時間につき） 330
午前（午前9時から正午） 490
午後（午後1時から午後5時） 670
夜間（午後5時から午後10時まで） 830
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,120
超過時間（1時間につき） 190
午前（午前9時から正午） 470
午後（午後1時から午後5時） 640
夜間（午後5時から午後10時まで） 490
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,060
超過時間（1時間につき） 180

19 塩尻地区公民館 午前（午前9時から正午） 2,340 西部公民館 0268-27-7544
午後（午後1時から午後5時） 3,000
夜間（午後5時から午後10時まで） 3,700
昼間（午前9時から午後5時まで） 5,000
超過時間（1時間につき） 890
午前（午前9時から正午） 390
午後（午後1時から午後5時） 570
夜間（午後5時から午後10時まで） 670
昼間（午前9時から午後5時まで） 950
超過時間（1時間につき） 150
午前（午前9時から正午） 520
午後（午後1時から午後5時） 670
夜間（午後5時から午後10時まで） 800
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,060
超過時間（1時間につき） 210
午前（午前9時から正午） 450
午後（午後1時から午後5時） 630
夜間（午後5時から午後10時まで） 720
昼間（午前9時から午後5時まで） 970
超過時間（1時間につき） 160
午前（午前9時から正午） 520
午後（午後1時から午後5時） 670
夜間（午後5時から午後10時まで） 800
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,060
超過時間（1時間につき） 210
午前（午前9時から正午） 670
午後（午後1時から午後5時） 800
夜間（午後5時から午後10時まで） 970
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,260
超過時間（1時間につき） 280
午前（午前9時から正午） 520
午後（午後1時から午後5時） 670
夜間（午後5時から午後10時まで） 800
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,060
超過時間（1時間につき） 210

20 情報ライブラリー 午前（午前10時から正午まで） 880 情報ライブラリー 0268-29-0210
午後（午後1時から午後5時まで） 1,770
夜間（午後6時から午後8時30分まで） 1,370
昼間（午前10時から午後5時まで） 2,540
昼夜（午後1時から午後8時30分まで） 3,000
全日（午前10時から午後8時30分まで） 3,900
超過時間1時間につき 520
午前（午前10時から正午まで） 1,150
午後（午後1時から午後5時まで） 2,300
夜間（午後6時から午後8時30分まで） 1,780
昼間（午前10時から午後5時まで） 3,300
昼夜（午後1時から午後8時30分まで） 3,850
全日（午前10時から午後8時30分まで） 5,050
超過時間1時間につき 680

セミナールーム
（入場料あり）

1時間当たり 470

料理教室 1時間当たり 130

セミナールーム
（入場料なし）

1時間当たり 360

和室第二会議室 1時間当たり 130

和室第三会議室 1時間当たり 150

名称変更
（第一学習室→児童・図書室）

視聴覚室 1時間当たり 130
名称変更
（第二学習室→視聴覚室）

和室第一会議室 1時間当たり 120

大ホール 1時間当たり 620

児童・図書室 1時間当たり 110

第二会議室 1時間当たり 140

調理室 1時間当たり 130

練習室 1時間当たり 400

第一会議室 1時間当たり 230

調理実習室 1時間当たり 310

大ホール 1時間当たり 730

第二会議室 1時間当たり 180

多目的室 1時間当たり 420

コミュニティホール 1時間当たり 1,920

第一会議室 1時間当たり 250

新設

小会議室 1時間当たり 500

和室 1時間当たり 500

第２会議室 1時間当たり 500

第３会議室 1時間当たり 500

第１会議室A 1時間当たり 500
名称変更
（第１会議室→第１会議室A）

第１会議室B 1時間当たり 500
名称変更
（第１会議室→第１会議室B）

大ホール 1時間当たり 1,280
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【施設使用料等改定一覧】

NO 施設名 室名等 貸出区分
使用料等

（円）
貸出区分

使用料等
（円）

備考 施設所管課 お問い合わせ先

改正前 【改正後】

21 別所温泉センター 午前（午前9時から正午まで） 1,260 観光シティプロモーション課 0268-23-5408
午後（午後1時から午後5時） 1,760
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,110
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,900
超過時間（1時間につき） 500
午前（午前9時から正午まで） 450
午後（午後1時から午後5時） 570
夜間（午後5時から午後10時まで） 720
昼間（午前9時から午後5時まで） 980
超過時間（1時間につき） 160

22 室賀健康増進センター 午前（午前8時30分から正午まで） 1,170 森林整備課 0268-23-5124
午後（午後1時から午後5時） 1,510
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,960
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 2,530
超過時間（1時間につき） 450
午前（午前8時30分から正午まで） 2,340
午後（午後1時から午後5時） 3,000
夜間（午後5時から午後10時まで） 3,850
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 5,050
超過時間（1時間につき） 890
午前（午前8時30分から正午まで） 14,000
午後（午後1時から午後5時） 18,700
夜間（午後5時から午後10時まで） 23,400
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 31,000
超過時間（1時間につき） 5,350

23 塩田構造改善センター 午前（午前8時30分から正午まで） 2,900 農業政策課 0268-23-5122
午後（午後1時から午後5時） 3,850
夜間（午後5時から午後10時まで） 4,800
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 6,400
超過時間（1時間につき） 1,060
午前（午前8時30分から正午まで） 690
午後（午後1時から午後5時） 960
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,180
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,600
超過時間（1時間につき） 260
午前（午前8時30分から正午まで） 740
午後（午後1時から午後5時） 10,100
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,280
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,710
超過時間（1時間につき） 260
午前（午前8時30分から正午まで） 420
午後（午後1時から午後5時） 590
夜間（午後5時から午後10時まで） 690
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 960
超過時間（1時間につき） 150
午前（午前8時30分から正午まで） 420
午後（午後1時から午後5時） 590
夜間（午後5時から午後10時まで） 690
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 960
超過時間（1時間につき） 150
午前（午前8時30分から正午まで） 360
午後（午後1時から午後5時） 470
夜間（午後5時から午後10時まで） 640
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 850
超過時間（1時間につき） 150

24 多目的研修集会施設前山会館 午前（午前8時30分から正午まで） 1,610 農業政策課 0268-23-5122
午後（午後1時から午後5時） 2,120
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,640
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 3,550
超過時間（1時間につき） 560
午前（午前8時30分から正午まで） 310
午後（午後1時から午後5時） 390
夜間（午後5時から午後10時まで） 560
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 720
超過時間（1時間につき） 110
午前（午前8時30分から正午まで） 720
午後（午後1時から午後5時） 970
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,260
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,610
超過時間（1時間につき） 220
午前（午前8時30分から正午まで） 390
午後（午後1時から午後5時） 450
夜間（午後5時から午後10時まで） 630
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 800
超過時間（1時間につき） 110
午前（午前8時30分から正午まで） 630
午後（午後1時から午後5時） 800
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,400
超過時間（1時間につき） 220

25 室賀基幹集落センター 午前（午前8時30分から正午まで） 1,830 森林整備課 0268-23-5124
午後（午後1時から午後5時） 2,340
夜間（午後5時から午後10時まで） 3,000
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 4,000
超過時間（1時間につき） 630
午前（午前8時30分から正午まで） 390
午後（午後1時から午後5時） 520
夜間（午後5時から午後10時まで） 670
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 890
超過時間（1時間につき） 110
午前（午前8時30分から正午まで） 310
午後（午後1時から午後5時） 420
夜間（午後5時から午後10時まで） 520
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 720
超過時間（1時間につき） 110
午前（午前8時30分から正午まで） 630
午後（午後1時から午後5時） 800
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,400
超過時間（1時間につき） 220
午前（午前8時30分から正午まで） 630
午後（午後1時から午後5時） 800
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,400
超過時間（1時間につき） 220
午前（午前8時30分から正午まで） 800
午後（午後1時から午後5時） 1,060
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,400
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,830
超過時間（1時間につき） 280

農林業経営研修室 1時間当たり 210

料理交流室 1時間当たり 160

研修室 1時間当たり 160

講話室 1時間当たり 100

指導室 1時間当たり 80

料理実習室 1時間当たり 160

大集会室 1時間当たり 470

農業経営研修室 1時間当たり 180

会議室 1時間当たり 90

多目的ホール 1時間当たり 410

講話室 1時間当たり 80

第２会議室 1時間当たり 110

第３会議室 1時間当たり 100

料理実習室 1時間当たり 200

第１会議室 1時間当たり 110

多目的ホール 1時間当たり 750

農事研修室 1時間当たり 180

専用・営利なし
（入場料あり）

1時間当たり 590

専用・営利あり 1時間当たり 3,640

創造活動ホール 1時間当たり 120

専用・営利なし
（入場料なし）

1時間当たり 290

大ホール 1時間当たり 360
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【施設使用料等改定一覧】

NO 施設名 室名等 貸出区分
使用料等

（円）
貸出区分

使用料等
（円）

備考 施設所管課 お問い合わせ先

改正前 【改正後】

26 菅平高原国際リゾートセンター 午前（4時間まで） 5,050 真田産業観光課 0268-72-4330
午後（4時間まで） 5,050
夜間（4時間まで） 7,100
午前（4時間まで） 3,050
午後（4時間まで） 3,050
夜間（4時間まで） 4,050
午前（4時間まで） 2,030
午後（4時間まで） 2,030
夜間（4時間まで） 3,050
午前（4時間まで） 2,030
午後（4時間まで） 2,030
夜間（4時間まで） 3,050

27 コミュニティセンター下長瀬 営利目的でない場合（1日） 5,050 丸子地域振興課 0268-42-3100
営利目的の場合（1日） 25,400
営利目的でない場合（1日） 2,440
営利目的の場合（1日） 12,200
営利目的でない場合（1日） 2,030
営利目的の場合（1日） 10,100
営利目的でない場合（1日） 2,030
営利目的の場合（1日） 10,100

28 農村環境改善センター 午前（午前9時から正午まで） 4,300 豊殿地域自治センター 0268-35-2840
午後（午後1時から午後5時まで） 5,800
夜間（午後6時から午後10時まで） 7,100
昼間（午前9時から午後5時まで） 9,600
超過時間1時間につき 1,760
午前（午前9時から正午まで） 520
午後（午後1時から午後5時まで） 670
夜間（午後6時から午後10時まで） 890
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,170
超過時間1時間につき 210
午前（午前9時から正午まで） 450
午後（午後1時から午後5時まで） 670
夜間（午後6時から午後10時まで） 800
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,060
超過時間1時間につき 160
午前（午前9時から正午まで） 890
午後（午後1時から午後5時まで） 1,170
夜間（午後6時から午後10時まで） 1,510
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,960
超過時間1時間につき 330
午前（午前9時から正午まで） 590
午後（午後1時から午後5時まで） 720
夜間（午後6時から午後10時まで） 970
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,260
超過時間1時間につき 210
午前（午前9時から正午まで） 720
午後（午後1時から午後5時まで） 970
夜間（午後6時から午後10時まで） 1,260
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,610
超過時間1時間につき 280
午前（午前9時から正午まで） 720
午後（午後1時から午後5時まで） 970
夜間（午後6時から午後10時まで） 1,260
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,610
超過時間1時間につき 280
午前（午前9時から正午まで） 720
午後（午後1時から午後5時まで） 970
夜間（午後6時から午後10時まで） 1,260
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,610
超過時間1時間につき 280
午前（午前9時から正午まで） 1,260
午後（午後1時から午後5時まで） 1,760
夜間（午後6時から午後10時まで） 2,170
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,900
超過時間1時間につき 500

29 まほろばの里交流会館 午前（午前8時30分から正午まで） 1,510 市民参加・協働推進課 0268-75-2230
午後（午後1時から午後5時） 1,970
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,420
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 3,150
超過時間（1時間につき） 600
午前（午前8時30分から正午まで） 360
午後（午後1時から午後5時） 480
夜間（午後5時から午後10時まで） 580
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 790
超過時間（1時間につき） 120
午前（午前8時30分から正午まで） 580
午後（午後1時から午後5時） 790
夜間（午後5時から午後10時まで） 930
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,300
超過時間（1時間につき） 210
午前（午前8時30分から正午まで） 400
午後（午後1時から午後5時） 550
夜間（午後5時から午後10時まで） 650
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 890
超過時間（1時間につき） 140
午前（午前8時30分から正午まで） 960
午後（午後1時から午後5時） 1,330
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,650
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 2,220
超過時間（1時間につき） 350

30 古戦場公園コミュニティセンター 午前（午前8時30分から正午まで） 1,760 市民参加・協働推進課 0268-75-2230
午後（午後1時から午後5時） 2,300
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,800
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 3,700
超過時間（1時間につき） 700
午前（午前8時30分から正午まで） 350
午後（午後1時から午後5時） 480
夜間（午後5時から午後10時まで） 570
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 780
超過時間（1時間につき） 120
午前（午前8時30分から正午まで） 320
午後（午後1時から午後5時） 430
夜間（午後5時から午後10時まで） 510
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 710
超過時間（1時間につき） 110
午前（午前8時30分から正午まで） 640
午後（午後1時から午後5時） 870
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,080
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,460
超過時間（1時間につき） 230
午前（午前8時30分から正午まで） 380
午後（午後1時から午後5時） 510
夜間（午後5時から午後10時まで） 620
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 840
超過時間（1時間につき） 130
午前（午前8時30分から正午まで） 450
午後（午後1時から午後5時） 630
夜間（午後5時から午後10時まで） 740
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,020
超過時間（1時間につき） 170

ふれあい交流室１ 1時間当たり 90

ふれあい交流室２ 1時間当たり 120

会議室 1時間当たり 80

料理実習室 1時間当たり 170

多目的ホール 1時間当たり 430

児童交流室 1時間当たり 90

第２会議室 1時間当たり 100

料理実習室 1時間当たり 260

児童交流室 1時間当たり 90

第１会議室 1時間当たり 150

農事研修室 1時間当たり 360

大会議室 1時間当たり 370

視聴覚室 1時間当たり 200

生活改善実習室 1時間当たり 200

保健管理室 - - 削除

料理実習室 1時間当たり 200

削除

第２会議室 1時間当たり 130

第３会議室 1時間当たり 240

多目的ホール 1時間当たり 1,200

第１会議室 - -

農事研修室 - -

ふれあい研修室 1時間当たり 500

削除

調理実習室 - - 削除

大会議室 - - 削除

和室会議室 - - 削除

国際講義室 1時間当たり 760

イベント準備室 1時間当たり 500

ホール 1時間当たり 1,260
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31 コミュニティセンター下長瀬 営利目的でない場合（1日） 5,050 1時間当たり 370 丸子地域振興課 0268-42-3100
営利目的の場合（1日） 25,400 - - 削除（別途規定）
営利目的でない場合（1日） 2,440 1時間当たり 180
営利目的の場合（1日） 12,200 - - 削除（別途規定）
営利目的でない場合（1日） 2,030 1時間当たり 150
営利目的の場合（1日） 10,100 - - 削除（別途規定）

32 コミュニティセンター塩川 営利目的でない場合（1日） 5,050 1時間当たり 370 丸子地域振興課 0268-42-3100
営利目的の場合（1日） 25,400 - - 削除（別途規定）
営利目的でない場合（1日） 2,440 1時間当たり 180
営利目的の場合（1日） 12,200 - - 削除（別途規定）
営利目的でない場合（1日） 2,030 1時間当たり 150
営利目的の場合（1日） 10,100 - - 削除（別途規定）

33 コミュニティセンター西内 午前（午前9時から午後1時まで） 810 丸子地域振興課 0268-42-3100
午後（午後1時から午後5時） 810
夜間（午後5時から午後9時まで） 1,010
営利目的（1日1回） 8,100 - - 削除（別途規定）
午前（午前9時から午後1時まで） 1,010
午後（午後1時から午後5時） 1,010
夜間（午後5時から午後9時まで） 1,220
営利目的（1日1回） 10,100 - - 削除（別途規定）
午前（午前9時から午後1時まで） 2,030
午後（午後1時から午後5時） 2,030
夜間（午後5時から午後9時まで） 2,540
営利目的（1日1回） 25,400 - - 削除（別途規定）
午前（午前9時から午後1時まで） 810
午後（午後1時から午後5時） 810
夜間（午後5時から午後9時まで） 1,010
営利目的（1日1回） 8,100 - - 削除（別途規定）

34 中央解放会館 午前（午前9時から正午まで） 1,830 人権共生課 0268-23-5393
午後（午後1時から午後5時まで） 2,530
夜間（午後5時から午後10時まで） 3,200
昼間（午前9時から午後5時まで） 4,100
超過時間1時間につき 720
午前（午前9時から正午まで） 720
午後（午後1時から午後5時まで） 970
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,260
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,610
超過時間1時間につき 280
午前（午前9時から正午まで） 800
午後（午後1時から午後5時まで） 1,060
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,400
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,830
超過時間1時間につき 310
午前（午前9時から正午まで） 520
午後（午後1時から午後5時まで） 670
夜間（午後5時から午後10時まで） 890
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,170
超過時間1時間につき 210
午前（午前9時から正午まで） 520
午後（午後1時から午後5時まで） 670
夜間（午後5時から午後10時まで） 890
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,170
超過時間1時間につき 210

35 丸子解放センター 午前（午前9時から午後1時まで） 1,830 丸子市民サービス課 0268-42-6694
午後（午後1時から午後5時まで） 1,830 （丸子解放センター）
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,440
営利目的（１日１回） 18,300 - - 削除（別途規定）
午前（午前9時から午後1時まで） 1,420
午後（午後1時から午後5時まで） 1,420
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,930
営利目的（１日１回） 14,200 - - 削除（別途規定）
午前（午前9時から午後1時まで） 1,520
午後（午後1時から午後5時まで） 1,520
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,030
営利目的（１日１回） 15,200 - - 削除（別途規定）

多目的利用室 - - 1時間当たり 350 新設
36 ふれあい福祉センター 午前（午前9時から正午まで） 2,850 福祉課 0268-71-6571

午後（午後1時から午後5時まで） 3,700
夜間（午後5時から午後10時まで） 4,700
昼間（午前9時から午後5時まで） 6,400
昼夜（午後1時から午後10時まで） 8,300
全日（午前9時から午後10時まで） 10,300
超過時間1時間につき 1,120
午前（午前9時から正午まで） 470
午後（午後1時から午後5時まで） 620
夜間（午後5時から午後10時まで） 790
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,070
昼夜（午後1時から午後10時まで） 1,400
全日（午前9時から午後10時まで） 1,750
超過時間1時間につき 190
午前（午前9時から正午まで） 570
午後（午後1時から午後5時まで） 730
夜間（午後5時から午後10時まで） 930
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,270
昼夜（午後1時から午後10時まで） 1,660
全日（午前9時から午後10時まで） 2,070
超過時間1時間につき 230
午前（午前9時から正午まで） 250
午後（午後1時から午後5時まで） 330
夜間（午後5時から午後10時まで） 420
昼間（午前9時から午後5時まで） 580
昼夜（午後1時から午後10時まで） 750
全日（午前9時から午後10時まで） 930
超過時間1時間につき 100
午前（午前9時から正午まで） 1,010
午後（午後1時から午後5時まで） 1,310
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,680
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,280
昼夜（午後1時から午後10時まで） 2,950
全日（午前9時から午後10時まで） 3,650
超過時間1時間につき 410
午前（午前9時から正午まで） 1,960
午後（午後1時から午後5時まで） 2,540
夜間（午後5時から午後10時まで） 3,150
昼間（午前9時から午後5時まで） 4,350
昼夜（午後1時から午後10時まで） 5,700
全日（午前9時から午後10時まで） 7,100
超過時間1時間につき 800
午前（午前9時から正午まで） 1,310
午後（午後1時から午後5時まで） 1,700
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,150
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,900
昼夜（午後1時から午後10時まで） 3,800
全日（午前9時から午後10時まで） 4,700
超過時間1時間につき 530

団体会議室 1時間当たり 360

研修室 1時間当たり 280

訓練室 1時間当たり 540

第１和室 1時間当たり 150

第２和室 1時間当たり 70

大会議室
1時間当たり 450

大会議室 1時間当たり 800

小会議室 1時間当たり 130

名称変更
（和室第１会議室→和室）

和室第２会議室 - - 削除

保健衛生室 1時間当たり 220

和室 1時間当たり 140

大ホール 1時間当たり 510

生活改善室 1時間当たり 200

大会議室
1時間当たり 500

調理実習室
1時間当たり 200

農林経営研修室
1時間当たり 200

教養講座室
1時間当たり 250

大会議室

中会議室

小会議室

大会議室

中会議室

小会議室

3801時間当たり

3501時間当たり

調理室

和室
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【施設使用料等改定一覧】

NO 施設名 室名等 貸出区分
使用料等

（円）
貸出区分

使用料等
（円）

備考 施設所管課 お問い合わせ先

改正前 【改正後】

37 丸子福祉センター 午前（午前9時から正午まで） 810 丸子市民サービス課 0268-42-1118
午後（午後1時から午後5時まで） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
午前（午前9時から正午まで） 810
午後（午後1時から午後5時まで） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
午前（午前9時から正午まで） 810
午後（午後1時から午後5時まで） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
午前（午前9時から正午まで） 810
午後（午後1時から午後5時まで） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
午前（午前9時から正午まで） 810
午後（午後1時から午後5時まで） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
午前（午前9時から正午まで） 810
午後（午後1時から午後5時まで） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
午前（午前9時から正午まで） 810
午後（午後1時から午後5時まで） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010

38 真田総合福祉センター 半日（4時間まで） 4,150 真田市民サービス課 0268-72-2203
1日（8時間まで） 8,300
夜間(5時間まで） 5,150
半日（4時間まで） 2,030
1日（8時間まで） 4,050
夜間(5時間まで） 3,050

中会議室 - - 1時間当たり 500 新設
半日（4時間まで） 2,030
1日（8時間まで） 4,050
夜間(5時間まで） 2,540
半日（4時間まで） 2,030
1日（8時間まで） 4,050
夜間(5時間まで） 2,540
半日（4時間まで） 2,030
1日（8時間まで） 4,050
夜間(5時間まで） 2,540
半日（4時間まで） 10,100
1日（8時間まで） 15,200
半日（4時間まで） 1,650
1日（8時間まで） 3,300

39 長瀬市民センター 午前（午前9時から午後1時まで） 2,130 丸子市民サービス課 0268-42-1118
午後（午後1時から午後5時まで） 2,130
夜間（午後5時から午後9時まで） 2,750
午前（午前9時から午後1時まで） 610
午後（午後1時から午後5時まで） 610
夜間（午後5時から午後9時まで） 810
午前（午前9時から午後1時まで） 910
午後（午後1時から午後5時まで） 910
夜間（午後5時から午後9時まで） 1,220
午前（午前9時から午後1時まで） 910
午後（午後1時から午後5時まで） 910
夜間（午後5時から午後9時まで） 1,220
午前（午前9時から午後1時まで） 150
午後（午後1時から午後5時まで） 150
夜間（午後5時から午後9時まで） 200

40 丸子保健センター 午前（午前8時30分から正午まで） 3,050 健康推進課（丸子） 0268-42-1117
午後（午後1時から午後5時15分まで） 3,050
午前（午前8時30分から正午まで） 3,050
午後（午後1時から午後5時15分まで） 3,050
午前（午前8時30分から正午まで） 2,030
午後（午後1時から午後5時15分まで） 2,030
午前（午前8時30分から正午まで） 2,030
午後（午後1時から午後5時15分まで） 2,030
午前（午前8時30分から正午まで） 2,030
午後（午後1時から午後5時15分まで） 2,030

41 真田保健センター 午前（午前8時30分から正午まで） 3,050 健康推進課（真田） 0268-72-9007
午後（午後1時から午後5時15分まで） 3,050
夜間（午後6時から午後10時まで） 4,050
午前（午前8時30分から正午まで） 2,030
午後（午後1時から午後5時15分まで） 2,030
夜間（午後6時から午後10時まで） 3,050
午前（午前8時30分から正午まで） 2,030
午後（午後1時から午後5時15分まで） 2,030
夜間（午後6時から午後10時まで） 3,050
午前（午前8時30分から正午まで） 2,030
午後（午後1時から午後5時15分まで） 2,030
夜間（午後6時から午後10時まで） 3,050

42 東部地区防災センター 午前（午前8時30分から正午まで） 2,030 消防総務課 0268-26-0119
午後（午後1時から午後5時） 2,540
夜間（午後5時から午後10時まで） 3,050
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 4,550
午前（午前8時30分から正午まで） 810
午後（午後1時から午後5時） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,520
午前（午前8時30分から正午まで） 1,010
午後（午後1時から午後5時） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,520
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 2,030
午前（午前8時30分から正午まで） 1,010
午後（午後1時から午後5時） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,520
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 2,030
午前（午前8時30分から正午まで） 1,520
午後（午後1時から午後5時） 1,520
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,030
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 3,050
午前（午前8時30分から正午まで） 1,010
午後（午後1時から午後5時） 1,270
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,520
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 2,290

削除

調理室 1時間当たり 260

第２会議室 1時間当たり 230

第１会議室及び第２会議室 - -

展示室 1時間当たり 170

第１会議室 1時間当たり 230

待合室兼展示室 1時間当たり 470

研修室 1時間当たり 530

機能訓練室 1時間当たり 470

乳幼児妊産婦指導室 1時間当たり 470

相談室、診察室 1時間当たり 470

栄養指導室 1時間当たり 710

削除

研修室 1時間当たり 470

すこやかホール 1時間当たり 470

第１調理実習室 1時間当たり 710

第２調理実習室 - -

和室2号 1時間当たり 220

談話室 1時間当たり 50

エントランスホール 1時間当たり 150

和室1号 1時間当たり 220

木工作業室 1時間当たり 410

大ホール 1時間当たり 530

名称変更
（和室→研修室）

調理室 1時間当たり 500
名称変更
（料理教室→調理室）

全館（木工作業室を除く） - - 削除

小会議室 1時間当たり 500

研修室 1時間当たり 500

講堂 1時間当たり 1,030

大会議室 1時間当たり 500

ふれあいグループ活動室　和室 1時間当たり 250

福祉団体活動室 1時間当たり 250

第１ふれあいグループ活動室 1時間当たり 250

第２ふれあいグループ活動室 1時間当たり 250

第２会議室 1時間当たり 250

第３会議室 1時間当たり 250

第１会議室 1時間当たり 250
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【施設使用料等改定一覧】

NO 施設名 室名等 貸出区分
使用料等

（円）
貸出区分

使用料等
（円）

備考 施設所管課 お問い合わせ先

改正前 【改正後】

43 川辺・泉田地区防災センター 午前（午前8時30分から正午まで） 1,520 消防総務課 0268-26-0119
午後（午後1時から午後5時） 1,730
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,240
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 3,050
午前（午前8時30分から正午まで） 400
午後（午後1時から午後5時） 500
夜間（午後5時から午後10時まで） 500
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 710
午前（午前8時30分から正午まで） 500
午後（午後1時から午後5時） 500
夜間（午後5時から午後10時まで） 710
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,010
午前（午前8時30分から正午まで） 610
午後（午後1時から午後5時） 610
夜間（午後5時から午後10時まで） 810
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,220
午前（午前8時30分から正午まで） 760
午後（午後1時から午後5時） 860
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,120
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,520

44 城下地区防災センター 午前（午前8時30分から正午まで） 1,520 消防総務課 0268-26-0119
午後（午後1時から午後5時） 2,030
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,540
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 4,050
午前（午前8時30分から正午まで） 610
午後（午後1時から午後5時） 810
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,620
午前（午前8時30分から正午まで） 610
午後（午後1時から午後5時） 810
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,010
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 1,620
午前（午前8時30分から正午まで） 3,050
午後（午後1時から午後5時） 4,050
夜間（午後5時から午後10時まで） 4,550
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 8,100
午前（午前8時30分から正午まで） 760
午後（午後1時から午後5時） 1,010
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,270
昼間（午前8時30分から午後5時まで） 2,030

45 共同福祉施設 午前（午前9時から正午まで） 740 地域雇用推進課 0268-26-6023
午後（午後1時から午後5時まで） 1,060
夜間（午後6時から午後10時まで） 1,280
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,710
昼夜（午後1時から午後10時まで） 2,250
全日（午前9時から午後10時まで） 3,000
超過時間1時間につき 310
午前（午前9時から正午まで） 520
午後（午後1時から午後5時まで） 740
夜間（午後6時から午後10時まで） 850
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,180
昼夜（午後1時から午後10時まで） 1,490
全日（午前9時から午後10時まで） 2,030
超過時間1時間につき 210
午前（午前9時から正午まで） 210
午後（午後1時から午後5時まで） 310
夜間（午後6時から午後10時まで） 420
昼間（午前9時から午後5時まで） 470
昼夜（午後1時から午後10時まで） 640
全日（午前9時から午後10時まで） 900
超過時間1時間につき 100
午前（午前9時から正午まで） 520
午後（午後1時から午後5時まで） 740
夜間（午後6時から午後10時まで） 850
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,180
昼夜（午後1時から午後10時まで） 1,490
全日（午前9時から午後10時まで） 2,030
超過時間1時間につき 210
午前（午前9時から正午まで） 310
午後（午後1時から午後5時まで） 420
夜間（午後6時から午後10時まで） 520
昼間（午前9時から午後5時まで） 690
昼夜（午後1時から午後10時まで） 900
全日（午前9時から午後10時まで） 1,230
超過時間1時間につき 120

46 本原担い手研修センター 半日（4時間まで） 4,050 真田地域教育事務所 0268-72-2655
1日（8時間まで） 6,100
夜間（5時間まで） 5,050
半日（4時間まで） 2,030
1日（8時間まで） 3,050
夜間（5時間まで） 2,540
半日（4時間まで） 1,520
1日（8時間まで） 2,540
夜間（5時間まで） 2,030
半日（4時間まで） 10,100
1日（8時間まで） 15,200

47 辰ノ口同和対策集会所 午前（午前8時から正午まで） 350 生涯学習・文化財課 0268-42-6682
午後（午後1時から午後5時まで） 350 （丸子地域教育事務所）
夜間（午後6時から午後10時まで） 350
全日（午前8時から午後10時まで） 1,060
午前（午前8時から正午まで） 350
午後（午後1時から午後5時まで） 350
夜間（午後6時から午後10時まで） 350
全日（午前8時から午後10時まで） 1,060
午前（午前8時から正午まで） 350
午後（午後1時から午後5時まで） 350
夜間（午後6時から午後10時まで） 350
全日（午前8時から午後10時まで） 1,060
午前（午前8時から正午まで） 250
午後（午後1時から午後5時まで） 250
夜間（午後6時から午後10時まで） 250
全日（午前8時から午後10時まで） 760
午前（午前8時から正午まで） 1,220
午後（午後1時から午後5時まで） 1,220
夜間（午後6時から午後10時まで） 1,220
全日（午前8時から午後10時まで） 3,650
午前（午前8時から正午まで） 2,540
午後（午後1時から午後5時まで） 2,540
夜間（午後6時から午後10時まで） 2,540
全日（午前8時から午後10時まで） 7,600

削除

講堂 1時間当たり 260

全館 - -

第３会議室 1時間当たり 70

図書室 1時間当たり 50

第１学習室 1時間当たり 70

第２学習室 1時間当たり 70

研修室 1時間当たり 310
名称変更
（経営研修室 娯楽室→研修室）

全館 - - 削除

大会議室 1時間当たり 760

小会議室 1時間当たり 380

会議室 1時間当たり 140

文化教養室 1時間当たり 80

多目的ホール（中） 1時間当たり 140

多目的ホール（小） 1時間当たり 50

削除

調理室 1時間当たり 230

多目的ホール（大） - - 削除

第３研修室 1時間当たり 190

全室 - -

第１研修室 1時間当たり 470

第２研修室 1時間当たり 190

第２会議室 1時間当たり 140

調理室 1時間当たり 170

展示室 1時間当たり 80

第１会議室 1時間当たり 110

研修室 1時間当たり 350
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48 武石同和対策集会所 午前（午前8時から正午まで） 610 生涯学習・文化財課 0268-85-2030
午後（午後1時から午後5時まで） 610 （武石地域教育事務所）
夜間（午後6時から午後10時まで） 610
全日（午前8時から午後10時まで） 1,830
午前（午前8時から正午まで） 400
午後（午後1時から午後5時まで） 400
夜間（午後6時から午後10時まで） 400
全日（午前8時から午後10時まで） 1,010
午前（午前8時から正午まで） 300
午後（午後1時から午後5時まで） 300
夜間（午後6時から午後10時まで） 300
全日（午前8時から午後10時まで） 710
午前（午前8時から正午まで） 1,220
午後（午後1時から午後5時まで） 1,220
夜間（午後6時から午後10時まで） 1,220
全日（午前8時から午後10時まで） 3,650

49 真田古城緑地広場 半日（4時間） 5,050 真田産業観光課 0268-72-4330
1日（8時間） 10,100

50 真田農業活性化施設ゆきむら夢工房 半日（4時間まで） 3,050 真田産業観光課 0268-72-2204
1日（8時間まで） 6,100 (ゆきむら夢工房）
夜間（4時間まで） 4,050
半日（4時間まで） 3,050
1日（8時間まで） 6,100
夜間（4時間まで） 4,050
半日（4時間まで） 3,050
1日（8時間まで） 6,100
夜間（4時間まで） 4,050
半日（4時間まで） 3,050
1日（8時間まで） 6,100
夜間（4時間まで） 4,050
半日（4時間まで） 3,050
1日（8時間まで） 6,100
夜間（4時間まで） 4,050
半日（4時間まで） 3,050
1日（8時間まで） 6,100
夜間（4時間まで） 4,050
半日（4時間まで） 5,050
1日（8時間まで） 8,100
夜間（4時間まで） 6,100
半日（4時間まで） 10,100
1日（8時間まで） 20,300
夜間（4時間まで） 12,200

51 池波正太郎真田太平記館 午前（午前10時から正午まで） 610 商工課 0268-28-7100
午後（午後1時から午後5時まで） 1,120
夜間（午後6時から午後10時まで） 1,320
昼間（午前10時から午後5時まで） 1,620
昼夜（午後1時から午後10時まで） 2,340
全日（午前10時から午後10時まで） 2,950
超過時間1時間につき 350
午前（午前10時から正午まで） 810
午後（午後1時から午後5時まで） 1,420
夜間（午後6時から午後10時まで） 1,730
昼間（午前10時から午後5時まで） 2,130
昼夜（午後1時から午後10時まで） 3,050
全日（午前10時から午後10時まで） 3,850
超過時間1時間につき 450
午前（午前10時から正午まで） 440
午後（午後1時から午後5時まで） 820
夜間（午後6時から午後10時まで） 970
昼間（午前10時から午後5時まで） 1,200
昼夜（午後1時から午後10時まで） 1,730
全日（午前10時から午後10時まで） 2,130
超過時間1時間につき 260
午前（午前10時から正午まで） 580
午後（午後1時から午後5時まで） 1,060
夜間（午後6時から午後10時まで） 1,270
昼間（午前10時から午後5時まで） 1,550
昼夜（午後1時から午後10時まで） 2,250
全日（午前10時から午後10時まで） 2,750
超過時間1時間につき 340

52 真田御屋敷公園 半日（4時間まで） 5,050 真田産業観光課 0268-72-4330
全日（8時間まで） 10,100

53 塩田の里交流館 午前（午前9時から午後1時まで） 1,390 農業政策課 0268-23-5122
午後（午後1時から午後5時まで） 1,390
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,170
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,330
超過時間1時間につき 280
午前（午前9時から午後1時まで） 950
午後（午後1時から午後5時まで） 950
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,490
昼間（午前9時から午後5時まで） 1,590
超過時間1時間につき 190
午前（午前9時から午後1時まで） 1,770
午後（午後1時から午後5時まで） 1,770
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,750
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,950
超過時間1時間につき 360

54 稲倉の里農村交流館 午前（午前8時から正午まで） 1,230 農業政策課 0268-21-0053
午後（正午から午後5時まで） 1,540
夜間（午後5時から午後9時まで） 1,540
昼間（午前8時から午後5時まで） 2,320
超過時間1時間につき 250

55 真田の郷農村交流館 午前（午前8時から正午まで） 1,320 真田産業観光課 0268-72-4330
午後（正午から午後5時まで） 1,620
夜間（午後5時から午後9時まで） 1,620
昼間（午前8時から午後5時まで） 2,440
超過時間1時間につき 270

56 森林センター 午前（午前9時から正午まで） 2,640 森林整備課 0268-23-5124
午後（午後1時から午後5時まで） 3,550
夜間（午後5時から午後10時まで） 4,400
昼間（午前9時から午後5時まで） 5,900
昼夜（午後1時から午後10時まで） 7,200
全日（午前9時から午後10時まで） 9,500
超過時間1時間につき 1,060
午前（午前9時から正午まで） 930
午後（午後1時から午後5時まで） 1,230
夜間（午後5時から午後10時まで） 1,520
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,050
昼夜（午後1時から午後10時まで） 2,410
全日（午前9時から午後10時まで） 3,200
超過時間1時間につき 400
午前（午前9時から正午まで） 1,320
午後（午後1時から午後5時まで） 1,760
夜間（午後5時から午後10時まで） 2,210
昼間（午前9時から午後5時まで） 2,800
昼夜（午後1時から午後10時まで） 3,400
全日（午前9時から午後10時まで） 4,550
超過時間1時間につき 510

第二研修室 1時間当たり 250

視聴覚室 1時間当たり 350

休憩室 1時間当たり 270

第一研修室 1時間当たり 730

体験の間 1時間当たり 360

休憩室 1時間当たり 250

研修の間 1時間当たり 290

語りの間 1時間当たり 190

シアター
（入場料あり）

1時間当たり 220

真田庵 1時間当たり 1,260

多目的ホール
（入場料あり）

1時間当たり 300

シアター
（入場料あり）

1時間当たり 170

削除

全館 - - 削除

多目的ホール
（入場料無し）

1時間当たり 230

道場（西室） 1時間当たり 760

道場（東室・西室） - -

そば加工室 1時間当たり 760

道場（東室） 1時間当たり 760

漬物加工室 1時間当たり 760

菓子加工室 1時間当たり 760

削除

古城庵 1時間当たり 1,260

調理研修室 1時間当たり 760

学習室 1時間当たり 50

全館 - -

会議室 1時間当たり 130

図書室 - - 削除
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【施設使用料等改定一覧】

NO 施設名 室名等 貸出区分
使用料等

（円）
貸出区分

使用料等
（円）

備考 施設所管課 お問い合わせ先

改正前 【改正後】

57 真田林業会館 半日（4時間まで） 2,030 森林整備課 0268-23-5124
1日（8時間まで） 4,050
半日（4時間まで） 2,030
夜間（4時間まで） 3,050
半日（4時間まで） 2,030
夜間（4時間まで） 3,050

実技訓練室 1時間当たり 380

集会室 1時間当たり 500

研修室 1時間当たり 380
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